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衆
議
院
議
員
笹
木
竜
三
君
提
出
国
際
航
空
旅
客
機
の
手
荷
物
検
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

我
が
国
で
は
、
平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
に
発
生
し
た
米
国
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
以
降
、
直
ち
に
航
空
会
社
等

に
対
し
最
高
レ
ベ
ル
の
空
港
警
戒
態
勢
を
指
示
し
、
平
成
十
七
年
四
月
に
同
警
戒
態
勢
を
恒
常
化
す
る
と
と
も
に
、
航
空
会

社
等
に
爆
発
物
を
自
動
的
に
探
知
す
る
新
し
い
手
荷
物
検
査
シ
ス
テ
ム
や
ガ
ソ
リ
ン
等
危
険
な
液
体
等
を
検
知
す
る
装
置
を

導
入
さ
せ
る
な
ど
の
保
安
対
策
の
強
化
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
六
条
の
規
定
に
違
反
す
る
事
案
の

概
要
及
び
件
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
五
月
の
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
改
正
前
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
情
報
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
が
、
規
則
の
当
該
改
正
後
に
お
い
て
は
、
航
空
会
社
か
ら
の
任
意
の
報
告
に
基
づ
き
国
土
交
通
省
で
把
握
し
て

い
る
限
り
で
は
、
法
第
八
十
六
条
の
規
定
に
違
反
す
る
事
案
（
規
則
第
百
九
十
四
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
物
件
を
航
空

機
の
客
室
内
に
持
ち
込
ん
だ
事
案
に
限
る
。
）
の
件
数
は
、
平
成
十
四
年
六
月
か
ら
平
成
十
八
年
十
月
ま
で
の
間
の
総
計
で

一



百
十
件
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
旅
客
の
過
失
に
よ
る
は
さ
み
又
は
ナ
イ
フ
の
航
空
機
の
客
室
内
へ
の
持
込
み
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

法
第
八
十
六
条
第
二
項
で
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
物
件
（
以
下
「
輸
送
禁
止
物
件
」
と
い
う
。
）
を
航
空
機
内
に

持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
同
規
制
に
つ
い
て
旅
客
へ
の
事
前
周
知
を
図
る
た
め
、
輸
送
禁
止
物
件
の
具
体
的
内

容
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
及
び
各
航
空
会
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
、
空
港
内
で
の
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
に
よ
る
周

知
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

輸
送
禁
止
物
件
に
該
当
し
航
空
機
の
客
室
内
へ
の
持
込
み
を
禁
止
し
て
い
る
御
指
摘
の
「
液
体
、
ジ
ェ
ル
類
、
エ
ア
ゾ
ー

ル
類
等
」
（
以
下
「
液
体
等
」
と
い
う
。
）
は
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
、
ガ
ソ
リ
ン
等
で
あ
り
、
航
空
機
の
客
室
内
に
持
ち
込
む
こ
と

が
で
き
る
液
体
等
は
、
清
涼
飲
料
水
、
化
粧
品
等
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

旅
客
に
対
し
過
剰
な
負
担
を
か
け
ず
に
航
空
機
の
客
室
内
に
持
ち
込
ま
れ
る
液
体
等
の
検
査
を
行
う
た
め
、
各
航
空
会
社

は
、
各
空
港
に
危
険
な
液
体
等
を
検
知
す
る
機
器
を
配
備
し
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
短
時
間
で
当
該
液
体
等
が

二



危
険
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

米
国
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
等
で
は
、
我
が
国
に
お
い
て
航
空
機
の
客
室
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
清
涼
飲
料
水
等
の
液
体
等

に
つ
い
て
も
航
空
機
の
客
室
内
へ
の
持
込
み
を
量
的
に
制
限
し
て
お
り
、
特
に
米
国
は
我
が
国
の
空
港
を
出
発
す
る
米
国
行

き
航
空
機
及
び
米
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
を
運
航
す
る
航
空
会
社
に
対
し
て
当
該
制
限
を
実
施
す
る
よ
う
求
め
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
「
危
険
物
で
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
液
体
物
と
い
う
だ
け
で
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
利
用
者
の
割
合
」
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

な
お
、
国
際
民
間
航
空
機
関
で
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
に
、
液
体
等
の
航
空
機
の
客
室
内
へ
の
持
込
み
制
限

の
強
化
に
関
し
て
理
事
会
で
決
定
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
同
決
定
に
従
い
、
来
年
三
月
一
日

よ
り
、
米
国
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
等
に
お
け
る
制
限
と
同
等
の
航
空
機
の
客
室
内
へ
の
液
体
等
の
持
込
み
制
限
を
課
す
こ
と
と
し

て
い
る
。
こ
の
導
入
に
際
し
て
は
、
各
航
空
会
社
、
空
港
会
社
等
関
係
者
と
協
力
の
上
、
積
極
的
に
旅
客
へ
の
広
報
活
動
を

進
め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

三



平
成
十
八
年
七
月
、
八
月
及
び
九
月
の
国
際
定
期
便
の
利
用
者
数
は
、
日
本
と
欧
州
の
間
の
路
線
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
約
四
十
七
万
人
、
約
四
十
八
万
人
及
び
約
四
十
八
万
人
、
日
本
と
米
国
本
土
の
間
の
路
線
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約
六

十
万
人
、
約
六
十
一
万
人
及
び
約
五
十
三
万
人
で
あ
り
、
近
年
の
実
績
と
比
較
し
て
、
同
年
八
月
以
前
、
以
降
に
お
い
て
大

幅
な
増
減
は
見
ら
れ
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

四


